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はじめに 

 

 交通安全対策基本法（昭和 45年法律第 110号）に基づき策定さ

れた「第 11次東広島市交通安全計画（令和３～７年度）」では、

計画の最終年である令和７年までに、交通事故死者数を年間５人

以下（うち高齢者を２人以下）、交通事故重傷者数を年間４５人以

下とする目標を掲げています。 

この目標を実現するため、本計画期間中に本市及び各関係機関

が講じようとする施策を具体的に示したもので、必要に応じた事

業の見直しや次期計画の策定を行うため、年度ごとの進捗状況の

把握を行うために作成しています。 

今後も、「交通安全計画」に基づき、市をはじめ関係機関・団体

と市民が様々な形で協働して取り組み、地域の実態に即した効果

的な交通安全施策を推進することで、究極的には交通事故のない

東広島市の実現を目指してまいります。 

 

  



 

 
〇道路交通の安全に関する施策体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇管理数値目標             ※事故統計については年集計 

 年間目標 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

交通事故死者数 ５人以下 ６人 ３人 １０人   

（うち高齢者） ２人以下 ４人 １人 7人   

交通事故重傷者数 ４５人以下 ６０人 ３９人 ５４人   

 

  

【理念】 

① 人命尊重の理念に基づき、究極的には、交通事故のない社会を目指す。 

② 今後は、道路交通事故による死者数及び命に関わり優先度の高い重傷者数をゼロ

に近づけることを目指す。 

 

【目標】令和７年までに 

① 交通事故死者数を年間５人以下（内高齢者２人以下） 

② 交通事故重傷者数を年間４５人以下         

【重視すべき視点】 

① 高齢者及び子供の安全確保 

② 歩行者及び自転車の安全確保と遵法意識の向上 

③ 生活道路における安全確保 

④ 先端技術の活用推進 

⑤ 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

⑥ 地域が一体となった交通安全対策の推進 

【講じようとする施策】 

① 道路交通環境の整備         ② 交通安全思想の普及徹底 

③ 安全運転の確保           ④ 車両の安全性の確保 

⑤ 道路交通秩序の維持         ⑥ 救急・救助活動の充実 

⑦ 交通事故被害者支援の充実強化 



 

第１節 道路交通環境の整備 

１ 生活道路における人優先の安全安心な歩行空間の整備・・・・・・・・・・・１ 

２ 幹線道路における交通安全対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

３ 高齢者等の移動手段の確保・充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

４ 効果的な交通規制の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

５ モビリティ・マネジメントの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

６ 災害に備えた道路交通環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

７ 総合的な駐車対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

８ 道路交通情報の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

９ 交通安全に寄与する道路交通環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

第２節 交通安全思想の普及徹底 

１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・９  

２ 効果的な交通安全教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11  

３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

４ 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進等・・・・・・・・・・・14 

５ 地域における交通安全活動への参加・協働の推進・・・・・・・・・・・・・14 

 

第３節 安全運転の確保 

１ 運転者教育等の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

２ 道路交通に関する情報の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

 

第４節 車両の安全性の確保 

１ 自動運転車の活用の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

２ 自転車の安全利用の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

 

第 5節 道路交通秩序の維持 

１ 交通の指導取締りの強化等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

２ 暴走族等対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

 

第６節 救急・救助活動の充実 

１ 救急・救助体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

２ 救急医療体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

３ 救急関係機関の協力関係の確保等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

 

第７節 交通事故被害者支援の充実強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 
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第１節 道路交通環境の整備 

 １ 生活道路における人優先の安全安心な歩行空間の整備 

⑴生活道路における交通

安全対策の推進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

各道路管理者 

 

 

【概要】 

生活道路における歩行者・自転車利用者の安全確保のため、路側帯の

設置・拡幅等を実施するとともに「ゾーン３０」「ゾーン３０プラス」の

導入により該当地区全体の速度抑制対策を実施する。 

【内容等】 

●歩道等の整備、維持補修 

●ゾーン３０の維持、ゾーン３０プラスの導入検討 

≪ゾーン３０の現状（R6.7現在）≫  

 場所名 

１ 黒瀬桜ケ丘１丁目～黒瀬切田が丘３丁目 

２ 黒瀬町乃美尾地区 

３ 高屋町小谷地区 

４ 西条本町地区（酒蔵通り含む） 

５ 西条上市町・西条末広町・西条土与丸２丁目地区 

６ 高屋町白市地区 
 

⑵通学路等における交通

安全の確保 

 

【関係機関】 

東広島市通学路安全推進会議 

教育総務課、各学校 

各住民自治協議会 

東広島警察署 

各道路管理者 

危機管理課 

東広島市防犯連合会 

東広島交通安全協会 

【概要】 

通学路等を把握し、定期的に関係機関が合同して点検、危険箇所等の

把握に努め、必要があれば速やかに応急措置を講じるなどして、歩道整

備等や交通規制等を積極的に推進する。 

【内容等】 

●東広島市通学路交通安全プログラム 

の策定によるＰＤＣＡサイクルを通じ 

た通学路の安全性の向上 

 

 

≪東広島市通学路交通安全プログラム（R1～R5要望分）≫R6.7.31現在 

種別 数量 

対応済 ２１８か所 

（
内
訳
） 

防犯灯  ６０か所 

 

横断歩道の設置  １３か所 

信号機 １か所 

歩道等 ２１か所 

ガードレール・ガードパイ
プ・横断防止柵等の設置 

５か所 

通学路標識の設置 １０か所 

横断歩道等白線書き直し ３８か所 

カーブミラーの設置 ２か所 

道路標示の設置 ２９か所 

その他 ３９か所 

事業中 ３０か所 

対応予定 １２８か所 

●東広島市防犯連合会への補助を通じた「わがまちの安全をまもり隊

（見守りボランティア）への帽子・ベストの配布等支援 
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 ⑶高齢者、障がい者等の安

全に資する歩行空間等

の整備 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

各道路管理者 

都市計画課 

 

【概要】 

信号機のＬＥＤ化、道路標識の高輝度化を行うとともに、誰もが歩き

やすい幅の歩道やバリアフリー対応型信号機を整備するほか、違法駐

車・駐輪等の対策による歩行空間の確保などにより、高齢者、障がい者

等の通行の安全と円滑を図る。    

【内容等】 

●東広島市移動円滑化基本構想（H15.3策定）の推進 

●信号機の高度化、道路標識の高輝度化の推進 

≪視覚障害者用付加装置付き信号機（R6.7現在）≫ 

 交差点名  交差点名 

１ 西条東 ７ 中島 

２ 東広島警察署前 ８ 御薗宇（北） 

３ 市役所西 ９ 西条駅南口 

４ 西条岡町 10 東広島市役所黒瀬支所前 

５ 東広島芸術文化ホール前 11 榊山 

６ 仲伏沖  

●バリアフリーに配慮した歩道の整備 

≪現況≫ 

 場所名 施設 現況 

１ ＪＲ西条駅 南北自由通路、橋上化 H26完成済 

２ ＪＲ西高屋駅 南北自由通路、橋上化 R6完成予定 

●西条駅前自転車等放置禁止区域内における放置自転車の撤去 

≪近隣駐輪場≫ 

 場所名 構造 料金 

１ 西条駅前第 1自転車駐車場 立体自走式 有料 

２ 西条駅前第 2自転車駐車場 平面自動ロック式 有料 

３ 西条駅北第 1自転車駐車場 平面自走式 無料 

４ 市役所北自転車駐車場 平面自走式 無料 
 

 ２ 幹線道路における交通安全対策の推進 

⑴事故ゼロプランの推進 

 

【関係機関】 

国道事務所 

【概要】 

事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）対象箇所として、死傷

事故率の高い区間を選定し、地域住民に注意喚起を行うとともに、事故

類型や事故要因を明らかにしたうえで、それらに即した交差点改良等の

対策を行い、安全かつ快適な交通環境の確立を図る。 

【内容等】 

●ホームページによる地域住民への注意喚起 

≪市内の事故ゼロプラン対象箇所（R5.3現在）≫ 

 場所名 進捗状況 

１ 道照交差点 立体化工事中 

２ 安芸津町小松原 用地買収 

３ 安芸津町風早 経過観察中 

４ 安芸津町三津～木谷 工事中・用地買収 

 ※国土交通省指定の代表区間（公開分）のみ 
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⑵事故危険箇所対策の推   

 進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

各道路管理者 

危機管理課 

 

【概要】 

 交通事故の多発する危険交差点において、現場で関係者が交差点危険

度の判断を行い、道路改良、信号機の運用見直し、道路標示の高輝度化

等、必要な交通安全施設等の整備を行う。 

【内容等】 

●東広島市交通安全調整会議の開催 

≪令和５年度実績≫ 

回次・月日 内容 結果 

第１回 事故多発交差点で現地検討を実施 

・八本松飯田 磯松工業団地内交差

点 

・八本松東 磯松交差点 

・八本松町 原交差点 

道路改善等（側溝修

繕・つまづき防止） 

磯松交差点信号時間

調整（南北延長） R5.8/21 

第２回 市内の交通事故発生状況の報告 

次年度の検討交差点を選定  

・黒瀬中央橋北詰交差点 

・セブンイレブン東広島田口店先交差点 

・セブンイレブン東広島御薗宇新町店先交差点 

R6.2/22 

 

 

 

 

 

 

 

≪国土交通省・警察庁指定の事故危険箇所（R4.3現在）≫ 

 交差点名 路線 

１ 宗吉交差点 国道２号 

２ 上三永西交差点 国道２号 

３ 仁賀口交差点 国道２号 

４ 志和インター入口交差点 国道２号 

５ 単路（風早 3155） 国道１８５号 

６ 金丸交差点 国道１８５号 

７ 交差点名なし（津江 4415） 東広島・呉自動車道 

８ 志和堀（北）交差点 主要地方道東広島白木線 
 

⑶幹線道路における交通

規制 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

【概要】 

 交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、交通安全施設の整備状

況、道路交通の実態等を踏まえ、交通規制の見直しを行い、その適正化

を図る。 

【内容等】 

●信号機、横断歩道、一時停止等の設置、一方通行規制時間の見直し 
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⑷重大事故の再発防止 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

各道路管理者 

東広島交通安全協会 

【概要】 
重大交通事故の発生現場において、地域住民等を含めた関係機関が合
同で現場検討を実施し、必要な交通安全施設等の整備を行う。 

【内容等】 
●交通死亡事故が発生した場合、現地での合同検討会を実施 

≪令和５年度開催≫ 

 日付 場所 事故形態 備考 

１ R5.7/12 八本松町原 四輪×二輪 R5.5/14発生現場 

２ R5.7/12 黒瀬町乃美尾 四輪×四輪 R5.6/14発生現場 

３ R5.10/18 黒瀬春日野 四輪×歩行者 R5.8/23発生現場 

４ R5.10/18 西条町御薗宇 四輪×歩行者 R5.9/14発生現場 

５ R5.10/18 西条栄町 四輪×自転車 R5.8/26発生現場 

６ R6.1/19 西条中央 四輪×歩行者 R6.1/6発生現場 

≪令和５年度実績≫ 

種 別 備考 

道路標示、横断歩道塗り直し 八本松町原事故現場 

区画線引き直し 黒瀬春日野事故現場 

センターライン塗り直し 西条町御薗宇事故現場 

減速表示・速度抑制ドット線の新設 西条栄町事故現場 
 

⑸適切に機能分担された

道路網の整備 

 

【関係機関】 

各道路管理者 

【概要】 
歩行者・自転車・自動車等の異種交通の分離や、高規格道路の整備に
よる交通量の分担、交通拠点へのアクセス道路の整備等を推進し、適切
に機能分担された道路網を目指す。 

【内容等】 
●歩道、自転車道の整備による異種交通の分離 
●国直轄事業による広域的道路ネットワークの強化 

 路線名 備考 

１ 国道２号（安芸バイパス） R5.3.19 全線開通  

２ 国道２号（道照交差点） 立体化工事中 

３ 国道 185号（安芸津バイパス） 工事中 

●インターチェンジ増設による交通量の分担 
～（仮称）八本松スマートＩＣ：令和８年度末開通予定 

⑹道路の改築等による交

通事故対策の推進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

各道路管理者 

 

【概要】 
歩道等の設置のための既存道路の拡幅、生活道路における通過車両の
抑制対策等、道路交通の安全に寄与する道路の改築事業を推進する。 

【内容等】 

●交通安全対策に係る道路改築等の状況 

≪令和５年度末時点の実績状況≫ 

種 別 数量 種 別 数量 

バイパス整備 8か所 現道拡幅 7か所 

歩道整備 9か所 区画整理 1か所 

  舗装補修 ２８か所 

 

●道路標識等の交通安全施設の整備、維持補修 

≪令和５年度実績≫ 

種 別 数量   
横断歩道の設置 11か所 一時停止標識の設置 1か所 
信号機新設 1か所 側溝修繕等 1か所 
車線の塗り直し 5か所 その他法定外標示 2か所 

 



5 

 ３ 高齢者等の移動手段の確保・充実 

⑴高齢者等の移動手段の

確保・充実 

 

【関係機関】 

地域政策課 

地域包括ケア推進課 

【概要】 

高齢者をはじめとする地域住民の移動手段の確保に向け、公共交通サ

ービスの改善を図るとともに、地域の特性に応じた持続可能な移動手段

の確保・充実を図る。 

【内容等】 

●地域のコミュニティバス等の運行支援 

●地域主体による公共交通の導入に向けた伴走支援 

（志和地区・小谷地区） 

●東広島市地域公共交通利便増進実施計画（R3.3一部改正）の推進 

 

●高齢者移送サービス事業（高齢者割引乗車券）の実施 

≪交付要件≫ 

① 市内に住所を有する７０歳以上の人 

② ひとり暮らし又は高齢者等世帯 

③ 世帯員全員が市民税非課税であること 

④ タクシーの乗車助成券（障がい福祉課発行）の交付を受け

ていないこと 

≪交付枚数≫ 

1枚１００円の割引乗車券を 1年間に１００枚交付 
 

 
４ 効果的な交通規制の推進 

⑴効果的な交通規制の推

進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

【概要】 

地域の交通実態を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について適宜点

検・見直しを図るとともに、交通情勢の変化を的確に把握して効果的な交

通規制を実施する。 

【内容等】 

●交通情勢の変化に応じた交通規制の見直し（通学路対策） 

 

≪令和５年度実績≫ 

種 別 数量 備考 

信号機の設置 1か所 通学路対策、交通事故対策 

横断歩道の設置 １０か所 通学路対策 

横断歩道の移設 2か所 通学路対策 

一方通行時間変更 2か所 通学路対策 

一時停止の設置 2か所 通学路対策 
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 ５ モビリティ・マネジメントの推進 

⑴公共交通機関利用の

促進 

 

【関係機関】 

地域政策課 

 

【概要】 

地域の特性に応じた公共交通の導入のほか、利用促進のための各種施

策を推進し、子供や高齢者等が安全に安心して公共交通機関が利用でき

る環境の構築を図る。 

【内容等】市民生活を支援するための、地域公共交通の運行、運行支援 

① コミュニティバスの運行管理 

（豊栄そよかぜ号、安芸津海風バス、河内あゆピチふれあい号） 

② 地域が主体となった地域公共交通への運行支援 
 （黒瀬さくらバス、入野デマンド交通） 

≪活動実績≫ 

年度 R３ R４ R５ 

年間乗客数 14,795人 17,698人 17,314人 

●新たに運行開始した地域が主体となった公共交通の実証運行への支援 
 小谷地域及び志和地域において、新たに運行開始した地域主体の公共
交通について支援、運行組織への伴走支援を行い利用しやすい環境を構
築。 

名称 運行開始日 運行主体 運行概要 

おまるめ山バス R5.10.2 小谷小学校区
おまるめ山バ
ス運営協議会 

5路線 6系統 
週 6日 
1日 6～8便 

志和ホタル交通 R6.3.4 志和町地域交
通運行協議会 

各地区週２日ずつ、
最大 5便/日 

 

⑵交通結節機能の強化 

 

【関係機関】 

地域政策課 

【概要】 
運行頻度・運行時間の見直し等により利用者の利便性の向上を図ると
ともに、駅前広場等の整備を促進し、交通結節機能を強化する。 

【内容等】 

交通結節点（鉄道・バス）の整備、バス、電車、空港、海路の維持・強

化 

① 交通結節機能の強化と空港対策 

 ア バス交通結節点の整備、維持管理 

 イ 空港・海路対策 

② 鉄道輸送、バス交通の維持・強化 

③ 東広島市総合交通戦略・東広島市地域公共交通計画の改訂 

④ 自動運転・隊列走行ＢＲＴの導入の検討 

学園都市軸ブールバールにおいて、基軸となる都市交通の導入を検 

討するため、国・県・市・交通管理者・学識経験者・交通事業者等関

係機関で構成される検討会議で議論するとともに、自動運転実証実験

及び路車協調実証実験を実施した。 
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 ６ 災害に備えた道路交通環境の整備 

⑴災害に備えた道路の

整備 

 

【関係機関】 

ブランド推進課 

危機管理課 

【概要】 

災害発生時の応急活動を迅速かつ安全に実施できる信頼性の高い道路

ネットワークを確保するとともに、災害のおそれのある区間を回避・代替

する道路を整備するほか、「道の駅」の地域防災拠点としての活用を推進

する。 

【内容等】 

●緊急輸送道路の指定 

≪本市の緊急輸送道路≫ 

機能 

区分 
道路種別 路線名 

第１次

緊急 

輸送 

道路 

高速自動車国道 山陽自動車道 

一般国道 

（指定区間） 

一般国道２号（東広島バイパス） 

一般国道 375号（東広島呉道路） 

一般国道 185号 

一般国道 

（指定区間外） 

一般国道 375号 

一般国道 432号 

一般国道 486号 

主要地方道 

吉田豊栄線 

広島空港線 

志和インター線 

東広島本郷忠海線 

矢野安浦線 

瀬野川福富本郷線 

一般県道 西高屋停車場線 

第２次

緊急 

輸送 

道路 

一般国道 

（指定区間外） 
一般国道 486号 

主要地方道 
吉舎豊栄線、吉田豊栄線 

安芸津下三永線 

一般県道 西条停車場線 

●緊急輸送道路沿道建築物耐震診断補助事業の実施  

 要件 

１ 
建築物の敷地が、広島県緊急輸送道路ネットワーク計画に

おいて指定された緊急輸送道路に接するもの 

２ 昭和 56年 5月 31日以前に着工されたもの 

３ 通行障害建築物であること 

●道の駅「西条のん太の酒蔵」の「防災道の駅」としての活用 

 設置者：東広島市 

災害ハザード区域の有無：無 

防災機能：建物耐震化、無停電化 

通信設備、貯水タンク 

防災トイレ、防災倉庫 

駐車場面積：16,950㎡ 

駐車台数：219台 

（大型 81台、小型 133台、身障者・妊婦用 5台） 
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⑵災害発生時における

交通規制 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

各道路管理者 

【概要】 

 災害発生時、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、必要な交通

規制を迅速かつ的確に実施する。 

【内容】 

●令和５年度は該当する交通規制等の実施なし 

⑶災害発生時における

情報提供の充実 

 

【関係機関】 

各道路管理者 

 

【概要】 

災害発生時、被害状況を把握したうえで必要な交通規制を迅速かつ的

確に実施し、インターネット等を活用した道路・交通に関する災害情報等

の提供を推進する。 

【内容】 

●地震計、道路監視用カメラ、車両感知器、道路情報提供装置、道路管理

情報システム等を整備 

●「通れるマップ」「ひろしま道路ナビ」の活用 
 
７ 総合的な駐車対策の推進 

⑴きめ細かな駐車規制

と駐車場等整備の推

進 

 

【関係機関】 

建設管理課 

都市計画課 

東広島警察署 

【概要】 

地域の交通実態に応じたきめ細やかな駐車規制を推進し、安全で円滑

な交通環境確保のため、交通計画や土地利用を踏まえた駐車場の有効利

用を促進する。 

【内容等】 

●駐車規制の見直し 

●駐車場の整備促進とパーク＆ライドの広報啓発 

 

 

 ８ 道路交通情報の充実 

⑴道路交通情報の充実 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

各道路管理者 

 

【概要】 

ＶＩＣＳ、ＩＴＳの整備・拡充による情報提供の高度化を図るととも

に、交通の分散による渋滞の解消により、交通の安全と円滑化を推進する

ほか、視認性・耐久性に優れた、わかりやすい道路標識や案内標識を整備

していく。 

【内容等】 

●ＶＩＣＳ（道路交通情報通信システム）ＩＴＳ（高度道路交通システ 

ム）の整備・拡充 

●視認性、耐久性に優れた道路標識等の設置 

 ９ 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

⑴道路占用等の適正化、

不法占用物件の排除

等 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

各道路管理者 

【概要】 

 道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するために道路

使用及び占用の適正な運用を行い、道路交通に支障をきたす不法占用物

件等については、強力な指導取締りにより排除する。 

【内容】 

●指導取締りによる不法占用物件の排除 

●特に市街地については重点的に是正指導を実施 
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⑵子供の遊び場等の周

知、公園の維持管理 

 

【関係機関】 

指導課 

都市整備課 

 

【概要】 

路上遊びの危険性について児童生徒に理解させ、交通事故を防止する

ため公園など安全な場所で遊ぶよう周知するとともに、公園が安全で安

心な遊び場となるよう適切な維持管理に努める。 

【内容等】 

●児童生徒に対する交通安全指導 

●適切な公園の維持管理 

第 2節 交通安全思想の普及徹底 

 １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

⑴幼児に対する交通安

全教育の推進 

 

【関係機関】 

各保育・幼児施設等 

東広島警察署 

保育課 

危機管理課 

 

【概要】 

日常生活において安全に道路を通行するために必要な基本的な技能及

び知識を習得させる交通安全教育を推進する。 

【内容等】 

●保育施設等における児童を対象とした交通安全教室の実施 

≪活動実績≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

交通安全教室 １６回 １５回 ２６回 ― ― 
 

⑵小学生に対する交通

安全教育の推進 

 

【関係機関】 

各小学校 

東広島警察署 

指導課 

危機管理課 

 

【概要】 

歩行者及び自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させ、道路

における危険を予測し、これを回避して安全に通行する意識と能力を高

める交通安全教育を推進する。 

【内容等】 

●交通指導員による通学路における 

 登校時の早朝街頭指導 

●小学生を対象とした交通安全教室 

の実施 

 

≪活動実績≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

交通安全教室 ３４回 ３０回 ３５回 ― ― 
 

⑶中学生に対する交通

安全教育の推進 

 

【関係機関】 

各中学校 

東広島警察署 

指導課 

危機管理課 

【概要】 

特に自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させ、道路を通行

する場合は思いやりをもって他者の安全にも配慮できるような交通安全

教育を推進する。 

【内容等】 

●交通指導員による通学路における登校時の早朝街頭指導 

●中学生を対象とした交通安全教室の実施 

≪活動実績≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

交通安全教室 ９回 １０回 １１回 ― ― 
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⑷高校生に対する交通

安全教育の推進 

 

【関係機関】 

各高等学校 

東広島警察署 

危機管理課 

 

 

【概要】 

特に二輪車の運転者及び自転車の利用者として必要な技能と知識を習

得させ、交通ルールを遵守し自他の生命を尊重するなど責任を持って行

動できるような交通安全教育を推進する。 

【内容等】 

●交通指導員による早朝街頭指導の実施 

●自転車マナーアップ強化月間（５月中） 

における市内高等学校への啓発資料配布 

 

≪活動実績≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

啓発資料配布 ９回 ９回 ９回 ― ― 
 

⑸成人に対する交通安

全教育の推進 

 

【関係機関】 

各自動車学校 

東広島警察署 

危機管理課 

【概要】 

運転者としての社会的責任の自覚、及び安全運転に必要な技能及び技

術の取得の観点から、免許取得時及び取得後を中心とした交通安全教育

を推進する。 

【内容等】 

●東広島市交通安全日他における街頭広報啓発（毎月１・１１・２１日） 

≪活動実績≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

街頭広報啓発 ３６回 ７６回 ９９回 ― ― 
 

⑹高齢者に対する交通

安全教育の推進 

 

【関係機関】 

各自動車学校 

東広島警察署 

地域包括ケア推進課 

危機管理課 

 

【概要】 

加齢に伴う身体機能の変化や交通行動に及ぼす影響を考慮した、参加・

体験型の交通安全教育を推進する。 

【内容等】 

●地域サロン等において高齢者を対象とした交通安全指導を実施 

≪活動実績≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

交通安全教室 ６回 １１回 ２３回 ― ― 

 

 

 

●参加・体験型交通安全教室を開催 

 対象：６５歳以上の高齢者 

≪令和５年度実績≫ 

 日程 人数 内容 

賀茂自動車学校 11/20 47人 

① 実車教習（基礎） 

② 実車教習（応用） 

③ 交通安全機器体験 

④ 健康体操 
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 ⑺障がい者に対する交

通安全教育の推進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 
障がい福祉課 
危機管理課 

【概要】 

 障がいの種別や程度に応じた交通安全のために必要な技能及び知識の

取得を目標とした交通安全教育を推進する。 

【内容等】 

●地域における福祉の場を利用した交通安全教室 

 ⑻外国人に対する交通

安全教育の推進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

市民生活課 

 

【概要】 

 多言語ホームページを活用し、我が国の交通ルールやマナーに関する

知識の普及を目的とした交通安全教育を推進する。 

【内容等】 

●市公式ホームページによる多言語発信 

≪対応言語≫ 

 言語名 

１ やさしい日本語 

２ 英語 

３ 中国語 

４ ポルトガル語 

５ ベトナム語 
 

 ２ 効果的な交通安全教育の推進  

⑴効果的な交通安全教

育の推進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

東広島交通安全協会 

危機管理課 

 

【概要】 

参加・体験型の教育手法を積極的に活用するほか、受講者の年齢や道路

交通への参加態様等に応じた教育内容により、効果的な交通安全教育を

推進する。 

また、東広島市交通指導員の確保を図るとともに、指導技術向上のため

の研修会を開催し、その主体的な活動を促進する。 

【内容等】 

●俊敏性トレーニング機器（クイックシリーズ）の貸出・活用 

≪活動実績≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

延べ体験人数 136人 1,385人 1,738人 ― ― 

 

 

●東広島市交通指導員 

（会計年度任用職員）の確保 

 ３２小学校区中２７小学校区に配置 

（R6.7現在） 

≪未配置小学校区≫ 
 小学校区名 
１ 寺西小学校 
２ 板城西小学校 
３ 乃美尾小学校 
４ 上黒瀬小学校 
５ 中黒瀬小学校 
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 ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

⑴交通安全運動の推進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

東広島交通安全協会 

東広島交通安全連絡会議 

 

 

 

 

 

理課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

関係団体と連携して各季に交通安全運動を実施し、広く交通安全思想

の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣

づける。 

【内容等】 

・各種啓発チラシ、グッズの配布 

・赤色灯車両による早朝・薄暮時の街頭広報啓発 

≪令和６年度スローガン≫  

「今日もまた あなたの無事故 待つ家族」 

≪令和６年度重点項目≫ 

 項目 

１ 歩行者の安全な通行の確保 

２ 高齢運転者及び二輪車運転者の交通防止 

３ 飲酒運転等の根絶 

４ 自転車の安全利用の推進 

≪令和６年度 期間を定めて実施する運動≫ 

名称 期間 

春の全国交通安全運動 ４／６～４／１５ 

自転車マナーアップ強化月間 ５／１～５／３１ 

広島県夏の交通安全運動 ７／１１～７／２０ 

秋の全国交通安全運動 ９／２１～９／３０ 

年末交通事故防止県民総ぐるみ運動 １２／１～１２／１０ 
 

 ⑵自転車の安全利用の

推進 

 

【関係機関】 

東広島警察署  

東広島交通安全協会 

危機管理課 

 

【概要】 

 自転車は「車両」であり、車両としてのルールを遵守する必要がある旨

を周知し、自転車の安全利用を促進するため「自転車安全利用五則」の徹

底を図るとともに、自転車事故における被害軽減対策として、頭部保護の

重要性とヘルメットの被害軽減効果を広報し着用を促進する。 

 損害賠償責任保険等への加入促進をするとともに、夜間における交通

事故防止のため、灯火の取り付けの徹底と反射器材等の普及促進、自転車

の被視認性の向上を図る。 

【内容等】 

●ホームページによる広報啓発、安全意識の高揚 

●ＳＮＳ等を利用した若者世代に対する周知徹底 

●道路交通法の一部改正（ヘルメット着用義務化）の周知徹底 

 

≪自転車安全利用五則≫ 

 項目 

１ 
車道が原則、左側を通行 

歩道は例外、歩道を優先 

２ 
交差点では信号と一時停止を守って、

安全確認 

３ 夜間はライトを点灯 

４ 飲酒運転は禁止 

５ ヘルメットを着用 
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 ⑶シートベルト・チャイ

ルドシートの正しい

着用の徹底 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

東広島交通安全協会 

 

【概要】 

 シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用方法について、関係

団体等と連携し、あらゆる機会・媒体を通じた普及啓発活動を展開する。 

【内容】 

●東広島市交通安全協会におけるチャイルドシート短期無料貸出し 

 乳幼児用８台、学童用３台（会員向け、１４日以内） 

⑷反射材用品等の普及

促進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

東広島交通安全協会 

危機管理課 

【概要】 

 薄暮時間帯や夜間における視認性を高め、歩行者及び自転車利用者の

事故防止に効果が期待できる反射材用品やＬＥＤライトの普及啓発を図

る。 

【内容】 

●各季交通安全運動、キャンペーン等における反射材用品の配布 

≪活動実績≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

配布個数 4,000個 6,800個 8,000個 ― ― 

 ※危機管理課における反射材配布個数 

⑸飲酒運転根絶に向け

た交通安全教育及び

広報啓発活動等の推

進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

東広島交通安全協会 

危機管理課 

【概要】 

地域、職域等における飲酒運転根絶の取り組みを更に進め、「飲酒運転

をしない、させない」という市民の規範意識の確立を図る。 

【内容等】 

●ハンドルキーパー運動の普及啓発 

●警察の飲酒運転取締りに連動した広報啓発 

●街頭広報啓発の実施 

●飲酒運転根絶宣言店 

（東広島市内１２０店舗：R６.６現在） 

 

 

≪活動実績≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

根絶宣言店 120店 120店 120店 ― ― 
 

⑹交通事故情報の提供 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

危機管理課 

【概要】 

 交通事故防止に関する意識啓発のため、インターネット等各種広報媒

体を通じて事故データ及び事故多発地点に関する情報の提供に努める。 

【内容】 

●交通事故多発交差点及び事故 

防止ポイントの市ＨＰへの掲載 

●交通事故発生マップの公開 

（県警） 
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４ 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進等 

⑴民間団体等の主体的

活動の推進 

 

【関係機関】 

東広島交通安全連絡会議 

東広島交通安全協会 

東広島市交通安全母の会 

【概要】 

交通安全対策に関する各機関・団体が定期的に協議の場を持ち、情報共

有をすることにより、それぞれの立場に応じた活動が地域の実情に即し

て効果的かつ積極的に行われるよう働きかける。 

【内容】 

●東広島交通安全連絡会議の定期開催による情報共有 

≪令和５年度実績≫ 

 日時 参加人数 内容 

年末会議 11/28 14機関 17名 各団体活動報告、年末出発式 

春の会議 3/25 13機関 17名 年間報告、次年度活動計画 

●東広島市交通安全母の会  

～交通安全の集いの実施 

●広島県トラック協会東広島分会  

～街頭キャンペーンの実施 

 

 ５ 地域における交通安全活動への参加・協働の推進 

⑴地域における交通安

全活動への参加・協働

の推進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

 

【概要】 

住民自治協議会や安全協会各支部などが中心となり、当該地域に根差

した具体的な目標を設定するなど、行政と市民の協働による交通安全対

策を推進し、安全で良好なコミュニティの形成を図る。 

【内容等】 

●東広島地域交通安全活動推進委員（２２名） 

～道路交通法で規定、公安委員会委嘱の非常勤特別職公務員 

●４８住民自治協議会の交通安全部会等における各種活動の促進 

第 3節 安全運転の確保 
 
１ 運転者教育等の充実 

⑴運転免許証を返納し

やすい環境の整備 

 

【関係機関】 

地域包括ケア推進課 

危機管理課 

【概要】 

関係機関・団体と連携し、運転免許証の自主返納及び運転経歴証明書制

度の周知を図るとともに、免許返納者の生活を支える支援施策の充実に

向けて関係機関に働きかけるなど、自主返納促進に向けた取り組みを推

進する。 

【内容等】 

●市内６タクシー事業者が返納者に対する運賃 

１割引を実施 

●県ホームページで「返納者に対する支援事業所」 

一覧を掲載 

●免許返納専用ダイヤル 

「＃８０８０（ハレバレ）」の周知 
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 ⑵認知症のおそれがあ

る者への支援 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

地域包括ケア推進課 

【概要】 

警察・市との連携を密にし、認知機能検査で認知症のおそれがあると判

断された者、運転免許証の自主返納を検討している高齢運転者等を適切

に支援する取り組みを推進する。 

【内容】 

●認知症高齢者等の情報共有に関する協定書（H30.6.13） 

 
２ 道路交通に関する情報の充実 

⑴道路交通に関する情

報の充実 

 

【関係機関】 

危機管理課 

各道路管理者 

【概要】 

道路交通に影響を及ぼす自然現象を的確に把握し、情報等を適時適切

に発表するとともに防災メールなどの情報網の普及と質的向上を目指

す。 

【内容等】 

●東広島市防災メール等配信サービスの普及促進 

●東広島市地域防災計画に基づく各種施策の推進 

第 4節 車両の安全性の確保 
 
１ 自動運転車の活用の推進 

⑴安全な無人自動運転

移動サービス車両の

実現に向けた取り組

みの促進 

 

【関係機関】 

地域政策課 

【概要】 

無人自動運転移動サービス車両の安全な実現に向け、実証実験を促進

するほか、自動運転車についてユーザーが過信・誤解することなく使用し

てもらえるような取り組みを推進する。 

【内容等】 

 広島大学、ＪＲ西日本との連携協定に基づく、 

   「自動運転・隊列走行ＢＲＴプロジェクト」 

① 導入検討 

② 机上シミュレーション 

③ 公道実証実験 
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２ 自転車の安全利用の確保 

⑴自転車安全整備制度

の普及と損害賠償責

任保険等への加入促

進 

 

【関係機関】 

技術企画課 

危機管理課 

【概要】 

関係機関・団体等との連携により，自転車利用者に対し、点検整備の重

要性や自転車損害賠償責任保険等への加入等について、周知や普及促進

を図り、交通における自動車への依存の程度を低減することにより、公共

の利益の増進に資する。 

【内容等】 

●広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例

（通称：広島県自転車条例）の周知徹底 

●東広島市自転車安全活用計画の策定検討 

 

第 5節 道路交通秩序の維持 
 
１ 交通の指導取締りの強化等 

⑴一般道路における効

果的な指導取締り 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

【概要】 

交通事故実態の分析結果等を踏まえ，悪質性・危険性・迷惑性の高い違

反に重点を置いた効果的な交通指導取締りを行う。 

【内容等】 

●東広島警察署による効果的な交通指導取締りの推進 

≪速度取締り指針（R６.1東広島警察署公開）≫ 

重点路線 国道３７５号、国道２号 

重点時間帯 6:00～12:00、14:00～20:00 

≪その他交通指導取締り要点≫ 

重点路線 
信号無視、歩行者妨害等の重大事故に直結す

る危険性の高い違反の取締りの強化 

重点路線以外 
飲酒運転取締り及び通学路における取締りの

継続実施 
 

⑵自転車利用者に対す

る指導取締りの推進 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

【概要】 

 不良自転車運転及び歩道通行者に危険を及ぼす違反には指導警告票を

交付し、警告に従わないなど悪質・危険な自転車利用者への検挙措置を推

進する。 

【内容等】 

 自転車運転者講習制度の周知徹底 

≪流れ≫ 

１ 
危険行為の繰り返し 

※３年以内に２回以上 

２ 県公安委員会による講習受講命令 

３ 

講習の受講 

※講習時間：３時間 

 標準手数料：6,000円 
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 ２ 暴走族等対策の推進 

⑴暴走族等追放気運の

高揚と暴走行為阻止

のための環境整備 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

青少年育成課 

危機管理課 

東広島市暴走族等追

放運動推進会議 

【概要】 

「東広島市暴走族等追放の推進に関する条例」に基づき、関係機関、ボ

ランティアと連携して暴走族等追放の気運の高揚を図り、暴走族追放の

推進の輪を拡大する。 

【内容等】 

●暴走族等追放運動推進会議の定期開催による情報共有 

●酒まつり等における青少年対象の声かけ、巡視活動を実施 

●“社会を明るくする運動” 推進大会との併催による暴走族追放キャン

ペーンの実施 

●広島県暴走族・少年非行防止対

策会議（年２回）への参加 

●東広島市暴力監視追放協議会主

催の「暴力追放・排除・進出阻止

街頭パレード」への参加  

 

第 6節 救急・救助活動の充実 
 
１ 救急・救助体制の整備 

⑴救急・救助体制の整

備・拡充 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

医療保健課 

東広島市消防局 

【概要】 

東広島市消防局が中心となり、施設、資器材の整備充実に努め、医療機

関及び警察との連携を強化し、救急・救助体制の整備拡充を図る。 

【内容等】 

●東広島市消防局（市内～本署及び６分署） 

≪救急概況（交通事故のみ）≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

出動件数 636件 605件 723件 ― ― 

 ※救急隊の出動件数であり事故件数とは異なる 

≪救助概況（交通事故のみ）≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

出動件数 68件 39件 63件 ― ― 

活動件数 33件 13件 36件 ― ― 

救助人員 36人 18人 36人 ― ― 

 ※救助活動の件数 
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 ２ 救急医療体制の整備 

⑴救急医療体制の整備 

 

【関係機関】 

医療保健課 

東広島市消防局 

【概要】 

三次救急医療の整備を目指すほか、初期救急・二次救急医療体制につい

て、施設及びスタッフの充実に努めるほか、ドクターヘリの効果的な運用

を図る。 

【内容等】 

●「東広島市救急医療体制に関する基本計画」（H27.3） 

●在宅当番医制、病院群輪番制の運営 

初期救急医療機関～２６機関 

二次救急医療機関～東広島医療センターほか、全８機関 

            ※竹原・安芸津地区を含む 

≪ドクターヘリ要請状況（交通事故のみ）≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

搬送件数 １４件 ８件 １７件 ― ― 
 

 ３ 救急関係機関の協力関係の確保等 

⑴救急救命士の養成・配

置等の促進 

 

【関係機関】 

東広島市消防局 

【概要】 

医師の指示又は指導助言のもと、救急救命士を含めた救急隊員による

応急処置等の質を確保するメディカルコントロール体制の更なる充実を

図り、搬送時間の短縮などを目指す。 

【内容等】 

●新規養成 

 救急救命士２名、指導救命士４名、気管挿管認定５名 

 ビデオ喉頭鏡気管挿管認定２名 

≪救急救命士資格取得者≫ 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

資格取得者 ８６名 ８３名 ８５名 ― ― 
 

第 7節 交通事故被害者支援の充実強化 

⑴交通事故被害者支援の充

実強化 

 

【関係機関】 

東広島警察署 

人権男女共同参画課 

危機管理課 

 

【概要】 

交通事故の被害者支援窓口を充実させ、被害者の心情に寄り添った、切

れ目のない支援を関係機関と連携して迅速・的確に行っていく。 

【内容等】 

●被害者支援制度「交通事故相談の手引き」の活用 

●被害者支援窓口における各種福祉制度の周知徹底   

●東広島市犯罪被害者等支援条例の施行（R5.4.1） 

●生命のメッセージ展の開催 

≪令和５年度実績≫ 

日時 2/13～2/16（４日間） 

場所 市役所ロビー 

来場者 ２２０人 
 

 


